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男女共同参画通信 

ともに創りあげる社会をめざして 

平成１６年度       ６月２３日（水）→ ６月２９日（火） 

 男 女 共 同 参 画 週 間       ―お互いの個性が光る共同参画― 

内閣府、男女共同参画推進本部は、男女共同参画社会基本法の公布・施行日（平成11年6月23

日）から 1 週間を「男女共同参画週間」として、毎年全国的に広報・啓発活動などの様々な取組をお

こなっています。              （―お互いの個性が光る共同参画―は内閣府が選んだ標語です） 

―「男女共同参画社会基本法」― 

 男女共同参画社会を実現するために５つの基本理念を掲げています。 

１．男女の人権の尊重（男性も女性もひとりの人間として能力を発揮できる機会の確保） 

２．社会における制度・慣行についての配慮（性別役割分担意識にとらわれず活動できるように） 

３．政策立案・決定への共同参画（男女が、社会の対等なパートナーとして方針決定に共に参画） 

４．家庭生活と他の活動との両立（男女が対等な家族の構成員として家族の役割と地域活動に参加） 

５．国際的協調（他の国々や国際機関とも相互に協力した取組） 

                    内閣府男女共同参画局ホームページ http://www.gender.go.jp/ 

 女性のチャレンジ応援します。 

Re・Be ﾜｰｸセミナー 

女性の再就職準備セミナーです 
参加無料・定員 30 名 

      （定員になり次第締め切り） 

日時 7 月 22 日（木）､23 日（金）10:00～12:30 

1 日目 知っておこう再就職まえの保険･税金 

2 日目 企業の求める人材とは・再就職体験談等 

場所 釧路雇用労働センター会議室 
   （MOO 2F 錦町 2-4） 

申し込み先  

 （財）21 世紀職業財団北海道事務所（札幌） 

TEL(011)707-6198 / FAX(011)707-6199 

 電話または FAX でお申し込みください 

妊娠・出産・育児・介護を理由として退職

し、将来再就職を希望するあなたの疑   

    問に専門家が答えます。 

   

平成 16 年度 

  釧路市女性道外派遣研修派遣者募集 

「女性学・ジェンダー研究･交流フォーラム」で

全国の女性たちと交流してみませんか。 

 

研修期間 8月 26日（木）～30日（月） 

研修場所 国立女性教育会館（埼玉県） 

募集人員 3人 

研修経費 本人負担なし 

応募資格 

・ 釧路市に居住し、団体行動に適応できる

20代～60代の健康な女性。 

・ 男女共同参画活動に関心のある方。 

応募期間及応募書類 

・ 6 月 30日（水）まで 

・ 800 字以内で応募動機をそえて提出 

・ 用紙は、各支所、コア、市役所に設置 

提出先は教育委員会生涯学習課 

 釧路市黒金町７-4 太平洋興発ビル３F 

 TEL31-4579（直通） 
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     男女共同参画週間（－お互いの個性が光る共同参画ー） 
               

日 時  ６月２８日（月） 午前１０時～１２時 
電 話  ０１５４－４４－３４７１               お気軽にご相談ください。 

  弁護士による臨時無料電話相談です。 

  女性への暴力（ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、セクシュアル・ハラ

スメント）を中心とする女性の権利に関する電話相談を実施します。 

主 催  釧路弁護士会・日本弁護士連合会（問合せ先 釧路弁護士会 41-3444） 

女 性 の 権 利 １ １ ０ 番  (

「改正配偶者暴力防止法」（DV 法）が今国会で可決、成立しました。（12 月から施行） 

・「保護命令」はこれまで配偶者に限られていた対象を元配偶者や内縁関係の男女にまで拡大した。 

・ 接近禁止の対象を被害者だけでなく、同居の子どもにも適用できることとした。 

・ 加害者の家からの退去命令を２週間から２ヶ月に延長し、再度の申立ても可能とした。 

・ 同法は、３年後に再度見直しが行われる。 

「家族のコミュニケーションづくり」 
講演会にご夫婦、ご家族で是非ご参加く

ださい。 
 
講 師 梶井祥子（武蔵女子短大助教授） 
と き ７月１８日（日）午前１０～１２時 

ところ 生涯学習センター多目的ホール 

主 催 生涯学習センターライフステージ公開講座 

対 象 一般市民 （無料） 

問合わせ先 生涯学習センターTEL 41-8181 

 

 今、家庭の基盤が壊れつつあると言われて

います。夫婦・親子間のコミュニケーション

の大切さにふれながら人と人とのつながりを

考えて見ませんか。 

「くしろ男女共同参画プラン」の本編が 
          新しくなりました。 
 
「くしろ男女共同参画プラン」が平成９年にスタ

ートしてから７年が経過しています。 

 平成 11 年に国の「男女共同参画社会基本法」「男

女雇用機会均等法」の改正など女性関連の法整備

がされたことから「くしろプラン」の一部見直し

を実施しました。 

 新しいプランは 16～18 年度を推進期間として

います。各団体、学校、職域などに配布しました

が、若干、余部がありますのでご希望の方はご連

絡ください。 

 市役所の資料コーナーにも置いています。 

連絡先 教育委員会生涯学習課（TEL 31-4579） 

 

・ 保護者対象思春期保健講座       ・教育講演会 

7 月 1 日（木）18:30～20:30        7 月 9 日（金）10:00～12:00 

プリンスホテル 2 階           生涯学習センター 大ホール 

生きる力―命の大切さ（性=生）      「子どもたちが私の先生」 

講師 村瀬幸浩氏（性教協代表幹事）    講師 安達俊子氏（ビバの会） 

問い合わせ先 健康推進課 31-4525     問い合わせ先 教育委員会 31-4579 

 

・ 伊能大図フロア展 7 月 16～19 日 9:30～18:00（釧路市観光国際交流センター）無料 

          ※ 会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。 

お知らせコーナー 


